
書式第12号 (法第28条関係)

事業報告用

令和5年度 事業報告書

塵置セL」塾」日LニムL‥ムれとOL」」Lム

1事業の成果
1.孤独対策に関する普及啓蒙活動
各種メディアヘの出演、寄稿等を通じて「孤独対策」を広く一般市民に広める活動を展開(令和5年度の

メディア露出数 :284件 )。 孤独・孤立対策官民連携プラットフォームにおいて幹事団体として幹事会及び

分科会への参画。SNSコンソーシアムを設立し、5団体との連携を図りつつ、著名人の自殺報道に関す

る報道機関向けの緊急申し入れを実施した。

一般市民を対象とする相談事業
24時間%5日 、年齢や性別を問わず誰でも無料・匿名で利用できる「あなたのいばしょチャット相談」を
通じて、多数の一般市民からの相談を受け付けた。
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。相談件数:"4,4∞件

相談の質と安全性の担保及び相談員の継続率向上のための各種取り組み
相談員に対して、外部講師等を招いた対面研修会や相談技術の向上を図るための研修会、日常的に

繋がり基盤の構築を目的とし交流会等を実施した。

・対面研修(計 7回):参加者のべ345名
。オンライン研修(計22回 ):参加者のべ2791名

令和5年能登半島地震 災害専用相談窓日の開設と運営

令和6年 1月 1日 に発生した能登半島地震におけるチャット専用窓口を開設し、被災者や支援者

等からの相談対応を実施した。

地域連携

チャット相談に訪れた相談者を地域に適切に繋ぐため、地方自治体との連携を推進。令和5年

11月 に熊本県宇城市、令和6年 1月 に熊本県熊本市との間で「孤独・孤立・自殺対策相談事業にお

ける連携事業協定書」を締結した。本協定により、締結先域内の各機関との連携がより円滑化さ

れる。
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定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

随時
法人事務

所等
10人 一般市民

不特定多
数

8,216
1.孤独対策に関する
普及啓蒙事業

政策提言、勉強会開催、
ホームページ管理運営



2.一般市民を対象と
する相談事業

チャットを用いた相談 通年 オンライン 973人

何らかの
問題を抱
え、相談
の意思が
ある者

334,4(Ю

件
65,730

3.相談システム・研修
プログラム・データ解
析システムの提供な
ど、チャット相談窓日
の設立、運営の支援
事業

相談システム・研修プログ
ラム・データ解析システム
の提供

随時

チャット|こ
よる相談
窓口を設
置したい
自治体・
企業・ 学
校等

14人
自治体・
企業・ 学
校等

自治体2
企業4

16,432

4.チャット相談サービ
ス「あなたのいばしょ
チャット相談」に携わ
るチャット相談員やス
タッフのための研修
事業

オンライン研修を通じて、
「いばしょ相談員(チヤツト
相談員)」やスタッフに対
して、専門知識の向上等
を支援

通年 オンライン 29人

1い |ましょ
相談員
rチャット
相談員)」
や スタン
フ

973人 49,297

5.チャット相談の質の
向上と、その効果お
よびチャット相談の標
準化に関する調査・
研究分析事業

|一般市民を対象とする
相談事 業」に参加する相
談者に心理指標を用いて
効果 測定を行い、チャッ
ト相談の特徴や相談者・
相談員の変化を研究し論
文発表等を実施

随時
法人事務
所等

9人

何らかの
問題を抱
え、相談
の意思が
ある者

不特定多
数

16,432

6.孤独対策の推進と
標準化に関する調
査・研究・分析事業

SNSコンソーシアムでの
標準化提言とともに企
業、自治体に相談システ
ムをご紹介、ご利用頂き、
抽出したデータを調査、
分析する研究活動の推
進

随時
法人事務
所等

14人
自治体・
企業・ 学
校等

内閣官房
副長官
補室孤
独・孤立
対策担当
室等

8,216

(2)その他の事業 (事業費の総費用【 千円)

従事者
人数

事業費
(千円)事業内容 日時 場所
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事業名
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書式第 18号 (法第 28条関係 )

事 業 報 告 用

令和5年度年間役員名簿
(前事業年まにおいて投員であったことがある全員の氏名及び性層又は
層所ユびにこれらの■l=つ いての前●●年■における

"日

の有彙を記颯
した
`暉
)

特定非営利活動法人あなたのいばしよ

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかに0

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

l
監事
オオプラコウキ

大空幸星

令和5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

2
監事
キクチマサノブ

菊地雅信
 

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

年 月

月

日

日年

3 監事理 事

オギフラクニヒロ

荻原国啓

令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

年 月

月

日

日年

4
理

カマダレイヤ 令和5年 4月 1日

令和6年 3月 31日

年

年

月

月

日

日鎌田礼哉

5 監事
ネギシマサカズ

根岸督和

令和5年 6月 30日

令和6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

6 理事・監事
年

年

月   日

月    日

年  月  日

年  月  日

7 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年

年

月

月

曰

日

8 理事・監事
年

年

.月

月

日

日

年

年

月

月

ロ

日

9 理事・監事
年 月

月

日

年 日

年  月  日

年  月  日

10 理事・監事
年

年

月

月

日

日

年  月  日

4=   月   日



書式第4号 (法第 10条 。第28条関係)
設立・事業報告用

特定非営利活動法人あなたのいばしよ

氏   名

1 大空幸星

2 菊地雅信

3 元原佳紀

4 上原純枝

5 根岸督和

6 丼上洋美

7 谷本知子

8 岸原大樹  

9 今井諫

10 渡邊はるか

11 落合礼子

12 西本美子

13 夏井坂明日香




